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税務行政のデジタル・トランスフォーメーション

税務⾏政の将来像2.0＊

システム⾼度化と⼈材育成 内部事務の集約処理 関係機関との連携・協調

重点課題への
的確な取組

租税回避への対応

消費税不正還付
等への対応

大口・悪質事案
への対応

課税・徴収の効率化・⾼度化

申告内容の自動チェック

AI・データ分析の活⽤

Web会議システム等の活⽤

（インテリジェント）
納税者の利便性の向上

申告・申請等の簡便化

自己情報のオンライン確認

チャットボットの充実等

（スムーズ・スピーディ）
税務手続の
抜本的な
デジタル化

あらゆる税務手続
が税務署に⾏かず
にできる社会

ICT社会への
的確な対応

デジタルを活⽤した、国税に関する⼿続や業務の在り⽅の抜本的な⾒直し

プッシュ型の情報配信

照会等のオンライン化

富裕層に対する
適正課税の確保

＊ 平成29年に公表した「税務⾏政の将来像」について、経済社会の変化やデジタル技術の進展等を踏まえ、アップデートしたもの。

税務⾏政のデジタル・トランスフォーメーション

利⽤者⽬線の徹底 万全なセキュリティの確保 業務改革（BPR)の徹底

（インフラ整備）

（基本的な指針）

Ⅰ 税務行政のデジタル・トランスフォーメーションⅠ 税務行政のデジタル・トランスフォーメーション

令和３年６⽉11⽇公表
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デジタルに不慣れな⽅も含め、多様な利⽤者の意⾒に⽿を傾けつつ、「すぐ使えて」、「簡
単」で、「便利」な⾏政サービスを提供し、「あらゆる税務手続が税務署に⾏かずにでき
る」社会を⽬指します。

データの連携や分析に当たっては、納税情報を含む守秘性の⾼いデータを扱うことから、セ
キュリティの確保に万全を期します。

既存の制度や業務を前提にそのデジタル化を図るのではなく、デジタル化の利点を⽣かした
業務改革（BPR)に取り組みます。全ての業務の在り⽅や職員の働き⽅を不断に⾒直すととも
に、データの活⽤により課税・徴収を効率化・⾼度化し、組織としてのパフォーマンスの最
大化を⽬指します。

税務⾏政のデジタル・トランスフォーメーションについては、政府の⽅針に基づき、以下を基本的
な指針として取り組みます。
１ 利⽤者⽬線の徹底

２ 万全なセキュリティの確保

３ 業務改革（BPR）の徹底

（参考）デジタル社会の実現に向けた改革の基本⽅針（令和２年12⽉25⽇閣議決定）（抜粋）
社会全体のデジタル化を進めるには、まずは国・地⽅の「⾏政」が、自らが担う⾏政サービスにお

いて、デジタル技術やデータを活⽤して、ユーザー視点に⽴って新たな価値を創出するデジタル・ト
ランスフォーメーションを実現し、「あらゆる手続が役所に⾏かずにできる」、「必要な給付が迅速
に⾏われる」といった手続⾯はもちろん、規制や補助⾦等においてもデータを駆使してニーズに即し
たプッシュ型のサービスを実現するなど、ユーザー視点の改革を進めていくことが必要である。

基本的な指針
Ⅰ 税務行政のデジタル・トランスフォーメーションⅠ 税務行政のデジタル・トランスフォーメーション
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税務署に⾏く理由
（主なもの）

あらゆる税務手続が税務署に行かずにできる社会（将来構想）

確定申告
（納付・還付）

申請・届出

税務署に⾏かなくてもできるようにするために実現を⽬指す仕組み

相談

• 必要なデータを自動反映
• 納付、還付は登録済口座を利⽤

マイナポータルや
e-Taxのアカウント画⾯で
特例適⽤や納税の状況を確認

＊ 質問内容を⼊⼒するとAIを活⽤して自動で回答を表⽰するサービス

• 手続自体の要否を⾒直し
• ⼊⼒項⽬は最少限に

数回のクリック・
タップで完了

登録済口座 その他
（振込先）

上記内容を確認の上、申告

還付⾦は
3,000円です。

（あなたの所得）
給与 2,400,000円
年⾦ 600,000円
（所得控除）
⽣命保険料 120,000円

もっと⾒る

特例適⽤状況
の確認

納税証明書
の⼊手

あなたの情報

所得税等に関する事項

所得税申告区分 ⻘⾊

〇〇特例 適⽤なし

〇〇特例の適⽤を届け出る

納税の状況（〇⽉〇⽇時点）

未納税額はありません
納税状況データのダウンロード

税務相談
チャットボット

土地を売った

土地や建物を売却
した場合は、確定
申告が必要となる
場合があります。
具体的には、…

（⼊⼒欄）

申告・申請等の簡便化

自己情報のオンライン確認

チャットボット＊の充実等

プッシュ型の情報配信

Ⅰ 税務行政のデジタル・トランスフォーメーションⅠ 税務行政のデジタル・トランスフォーメーション
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 確定申告に必要なデータ（給与や年⾦の収⼊⾦額、医療費の⽀払額など）を申告データに自動で
取り込むことにより、数回のクリック・タップで申告が完了する仕組みの実現を⽬指す。

構想：税務署に行かずにできる「確定申告（納付・還付）」（申告の簡便化）

⾃分で⼊⼒

はい（⾃動で計算）

所得税を自動で
計算しますか︖

（将来のイメージ）

還付⾦は
3,000円です。

登録済口座 その他
（振込先）

上記内容を確認の上、申告

（あなたの所得）
給与 2,400,000円
年⾦ 600,000円
（所得控除）
⽣命保険料 120,000円

もっと⾒る

（現状︓税務署に⾏く場合）
① 申告に必要な情報を⼊手・整理
（例）
・源泉徴収票（給与・年⾦）
・⽣命保険料控除証明書 等

※ほとんどが紙で交付

③ 申告データを作成するシステム
（国税庁HP「確定申告書等作成
コーナー」）に必要な事項を個々
に⼊⼒
※還付⾦振込口座は毎年⼊⼒

④ e-Taxで申告データを送信

② 税務署（申告相談会場）を往訪
※確定申告期は混雑

① マイナポータルからログインして「確定申告」を選択
② 「自動で計算」を選択 ③ 内容を確認の上、申告

データを
自動反映

（注）
・ 国税庁では、マイナポータルを通じて⼊手したデータを申告データに自動的に取り込む仕組みの整備。
（既に取込可能︓⽣命保険料、特定口座取引等。令和４年〜︓損害保険料、ふるさと納税等）

・ 必要な全てのデータを自動的に取り込むためには、データ交付の普及（発⾏者の協⼒）やシステムの刷新等が必要。
・ 国税庁の提供する「年調ソフト」を利⽤すれば、年末調整関係書類についても必要なデータを自動的に取り込むことが可能。

※個々の項⽬や還付⾦振込口座の⼊⼒は不要
（振替納税を利⽤すれば納付も自動に）

Ⅰ 税務行政のデジタル・トランスフォーメーションⅠ 税務行政のデジタル・トランスフォーメーション
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ＡＩ・データ分析の活用

将来的なAIの活⽤も⾒据え、幅広いデータの分析により、申告漏れリスクの⾼い納税者の判定や、
滞納者の状況に応じた対応の判別を⾏うなど、課税・徴収の効率化・⾼度化に取り組んでいます。

申告書 決算書 調査
事績

資料
情報

外国
政府

⺠間情
報機関

※ BA（Business Analytics） ツール︓統計学や機械学習等の技術を⽤いてデータ分析を⾏うツール。

etc.

データのマッチングデータのマッチング リスクの分析リスクの分析 分析結果の活用分析結果の活用

（納税者ごとに各種情報を組合せ）

甲社 乙社

代表者
Ａ氏 代表者

Ｂ氏

高リスク

！

高リスク対象を抽出
Ｃ氏

（外国）【データ活用担当者】
ＢＡツール等を用いた分析

ロジスティック回帰分析、決定木分析、
クラスター分析、ネットワーク分析等

滞納者の情報等により、接触効率が⾼
いと予測される日時（曜日・時間帯
等）を抽出条件としたコールリストの自
動作成を可能とするシステムの構築
（令和４（2022）年４⽉開始予定）

C社の応答予測
B社の応答予測

滞納
情報

架電
履歴

分析⽤
データベース

統計分析
ツール
（AI)

A社の応答予測

月 火 ・・・

午前 90％ 10％ ・・・

午後 30％ 70％ ・・・
応答予測モデル
過去の架電履歴等から、滞納者の情報等に応じて、
いつ応答するかを確率で予測

滞納者
情報

（隠れた関係を検知）

〇 申告内容や調査事績、資料等の情報のほか、⺠間情報機関や外国政府から⼊⼿する情報など、膨⼤な情報リソースを、
BAツール※等を⽤いて加⼯・分析を⾏い、有機的なつながりやデータ間の関連性を把握することにより、⾼リスク対象を抽出。

〇 滞納者の情報（規模・業種等）や過去の架電履歴等を分析して応答予測モデルを構築。応答予測に基づき作成した効果
的なコールリストにより、接触効率の向上を図ることで電話催告事務を効率化・⾼度化。

Ⅰ 税務行政のデジタル・トランスフォーメーションⅠ 税務行政のデジタル・トランスフォーメーション
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システム⾼度化と⼈材育成

(注) システム⾯の検討に当たっては、最新の各種セキュリティ対策を導⼊するなど、極めて重要な納税者情報の取扱いに細心の注意を払います。

システム⾼度化 ⼈材育成

「納税者の利便性の向上」と「課税・徴収の効率化・⾼度化」に向けた施策を⽀えるため、基幹システ
ムの刷新（次世代システムの開発）や、データ分析を⾏うことのできる⼈材の育成に取り組んでいます。
【次世代システムについては、令和８年リリース予定】

次世代システム

●●

●●

課税

●●税

【入力系】 【蓄積・勘定系】 【活用系】

ｅ-Tax・
AI-OCR

受付

通知

申告入力
・
・
・

消費税

個別

法人税

個別

所得税
決議

選定

個別

債権管理

収納

還付

督促

徴収

催告

処分

換価
・
・
・

・
・
・・

・
・

・
・
・

・
・
・

ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾐﾝｸﾞ

言語

BIﾂｰﾙ

BAﾂｰﾙ

ＡＩ

【統合データベース】 催告収納申告氏名等 ・・・・・

各税務署・国税局

参

照

取
込
み

外部データ
・ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ

デ
ー
タ
化

・ システム上で事務処理
・ 電子決裁
・ システム上でデータ分析

納税者

調査先等

次世代システムの開発コンセプト
・ 紙からデータ（書⾯中心からデータ中心の事務へ）
・ 縦割りシステムの解消（税⽬別データベース等の⾒直し）
・ メインフレームからの脱却（オープンシステム化）

統計学やAIを活⽤したデータ分析の実践と業務への活⽤を推進
するため、データリテラシーのレベルに応じた研修体系を整備
するなど、⼈材の育成に取り組んでいます。

エキスパート

エントリー

ベーシック

アドバンスト

スタンダード

デ
ー
タ
送
信
・参
照

モバイル端末
の活用

データ連携
の拡充

【 求める知識（○）と技術（●）の例】

○ 機械学習のアルゴリズムや予測モ
デル構築プロセスの知識

● 統計解析ツールを利⽤した⾼度な
データ加工と分析

○ 機械学習の基礎的な知識
● 可視化ツールを利⽤した分析

○ 統計学とデータ分析の基礎的な
知識

● 基礎的なデータ集計と可視化

・ データ分析の意義の理解

○ 統計学や機械学習の⾼度な専⾨的
知識

● プログラミング言語による予測モ
デルの構築

Ⅰ 税務行政のデジタル・トランスフォーメーションⅠ 税務行政のデジタル・トランスフォーメーション
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適格請求書等保存方式（インボイス制度）の概要 ①

○ 買手が仕⼊税額控除の適⽤を受けるためには、帳
簿のほか、売手から交付を受けた「適格請求書」等
の保存が必要となります。
○ 買手が作成した仕⼊明細書等による対応も可能で
す。

適格請求書等保存⽅式とは

＞ 複数税率に対応したものとして開始される、仕
⼊税額控除の⽅式です。

開始時期

＞ 令和５年10⽉１⽇に開始されます。

適格請求書とは
＞ 「売手が、買手に対し正確な適⽤税率や消費税

額等を伝えるための手段」であり、登録番号の
ほか、一定の事項が記載された請求書や納品書
その他これらに類するものをいいます。

＞ 適格請求書を交付することができるのは、税務
署⻑の登録を受けた「適格請求書発⾏事業
者」に限られます。

○ 請求書や納品書、領収書、レシート等、その名称
は問いません。

○ 適格請求書の交付に代えて、電磁的記録（適格請
求書の記載事項を記録した電子データ）を提供する
ことも可能です。

○ 課税事業者が、登録を受けることができます。

Ⅱ 適格請求書等保存方式（インボイス制度）Ⅱ 適格請求書等保存方式（インボイス制度）
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適格請求書の記載事項
令和５年10⽉〜 【イメージ】

① 適格請求書発⾏事業者の⽒名⼜は名称及び登録番号
② 取引年⽉⽇
③ 取引内容（軽減税率の対象品⽬である旨）
④ 税率ごとに区分して合計した対価の額

（税抜き⼜は税込み）及び適⽤税率
⑤ 税率ごとに区分した消費税額等
⑥ 書類の交付を受ける事業者の⽒名⼜は名称

適格請求書等保存方式（インボイス制度）の概要 ②

登録申請のスケジュール

令和5年10月1⽇令和5年3月31⽇

令和５年10⽉１日から登録を受けるためには、原則として、令和５年３月31⽇までに登録申請を⾏う必要があり
ます。
（※）登録申請は令和３年10⽉１日から受け付けています。

インボイス制度開始

令和３年10月1⽇

登録申請受付開始

Ⅱ 適格請求書等保存方式（インボイス制度）Ⅱ 適格請求書等保存方式（インボイス制度）
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e-Taxを利用した登録申請手続
登録申請に当たっては、登録申請だけでなく、登録通知の受領もe-Taxで⾏うことが可能で

あり、ペーパーレス化が図られるe-Taxの利⽤を進めていく。
(注) e-Taxの利⽤には、マイナンバーカード等の電⼦証明書が必要。

⽅式

Ⅱ 適格請求書等保存方式（インボイス制度）Ⅱ 適格請求書等保存方式（インボイス制度）
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令和５年10⽉から始まるインボイス制度については、本年10⽉から適格請求書発⾏事業者
の登録申請の受付が開始されている。国税庁においては、⽇本税理⼠会連合会をはじめとし
た関係⺠間団体等を通じて、事業者の⽅々に向けて以下の周知・広報施策を実施。

 国税庁ホームページにインボイス制度特設サイト
を開設

 制度を解説した各種パンフレット、Q&Aや動画を特
設サイトに掲載

 事業者団体の説明会等への講師派遣を実施

 全国どこからでも参加できるオンライン説明会など
を開催

 一般的な問合せ対応専用窓口として「消費税軽減
税率・インボイス制度電話相談センター」を設置

【専用ダイヤル】0120-205-553（無料）
受付時間9:00～17:00（土日祝除く）

 個別相談については各税務署に「改正消費税相
談コーナー」を設置

「インボイス制度特設サイト」は、
国税庁ＨＰ

（https://www.nta.go.jp）から
ご覧いただけます。

インボイス
制度特設サイト

国税庁の周知・広報施策
Ⅱ 適格請求書等保存方式（インボイス制度）Ⅱ 適格請求書等保存方式（インボイス制度）

https://www.nta.go.jp


○ 中小・小規模事業者の⽅も含め、幅広い事業者の⽅が、負担のない快適なUI/UXで、デジタル化の恩恵を受けることができるよう、
・ユーザーが「容易」かつ「低コスト」で利⽤できる仕組みであること、
・既存の仕組みからの移⾏が容易であること、
・グローバルスタンダードなものであること、

などの観点を重視。

○ グローバルな標準規格として欧州を中心に実装されている「Peppol（ペポル）」をベースに標準化を進める⽅針を決定（令和2年12⽉）。

「デジタル・ガバメント実⾏計画」（令和2年12⽉25⽇閣議決定）抜粋
「インボイス制度が導⼊される2023年（令和5年）10⽉も⾒据え、ビジネスプロセス全体のデジタル化によって負担軽減を図る観点から、官⺠連

携のもと請求データ等（電子インボイス）やその送受信の⽅法に関する標準仕様について合意し、会計システムも含めたシステム間でのシームレス
でスムーズなデータ連携を実現するとともに、標準仕様に沿った⾏政システムの整備や⺠間の業務ソフト等の普及を⽀援することにより、中小・小
規模事業者も含めた幅広い事業者の負担軽減と社会全体の効率化を促進する必要がある。」

「電子インボイス」の仕様標準化に係る取組状況 ～日本版Peppol導入に向けて～

実現すべきアーキテクチャ 〜グローバルな標準規格「Peppol（ペポル）」をベースにした標準化〜

標準化に向けたスケジュール

Peppol
ネットワー

ク

A業界EDI

B業界EDI

中小企業共通EDI

政府調達システム 中小・小規模事業者

業務・会計
システム

Peppolネットワークのイメージ

政府調達システムも含め、既存のネットワークが
Peppolネットワークに乗り入れていくことが重要

○ ⽇本の法令・商習慣等への対応
⇒ 諸外国の取組も参考に、必要最小限の「拡張」で対応（＝柔軟性を持たせるとともに、「ガラパゴス化」させないことが重要）

○ リーズナブルなコスト感でのサービス提供
⇒ ⺠間サイドの企業努⼒だけでなく、官サイドも適切な⽀援・推進体制の構築

⽇本版Peppol導⼊に向けての課題

内閣官房IT室作成資料
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II. 適格請求書等保存⽅式（インボイス制度）

III.電⼦帳簿等保存制度の⾒直し

IV.その他の取組状況
• 租税滞納と猶予制度の適⽤状況
• e-Taxの利⽤状況
• 令和４年度予算要求
• 国税庁の組織理念



電子帳簿等保存帳
簿
等

受
領
す
る
請
求
書
等

○ 経済社会のデジタル化を踏まえ、経理の電子化による生産性の向上、テレワークの推進、クラウド会計ソフト等の活用による記帳水準の向上

に資するため、帳簿書類を電子的に保存する際の手続を抜本的に簡素化しました（令和４年１月１日以後適用）。

検索機能や訂正削除履歴を備えた信頼性の高いシステムしか認められておらず、
低コストなクラウド会計ソフトの利用企業は紙で保存

保存データに対する高度な検索機能を確保できず、
その場合は紙で保存

税務署長の事前承認が必要

税務署長の事前承認が必要

スキャナ保存書面書面

請求書等

スキャナ
画像データ

タイムスタンプ

・ 紙原本による確認が必要なため、その処理のために出勤が必要
・ 一定日数内でのタイムスタンプ付与の徹底が困難

電子取引に係るデータ保存電子データ

取引相⼿
受領者

（保存義務者）

電子請求書

タイムスタンプ

 税務署長による事前承認を廃止。

 紙原本による確認の不要化（スキャン後直ちに原本の廃棄が可能）。

 電子データの改ざん等による不正に対しては、重加算税を10％加算。

 タイムスタンプ付与までの期間を最長約２カ月以内に統一。

 検索要件について、「日付、金額、取引先」に限定するととも
に、一定の小規模事業者については不要化。

改
正
前

改
正
後

改
正
前

改
正
後

 税務署長による事前承認を廃止。

 モニター、説明書の備付け等の最低限の要件を満たす電子帳簿（正規の簿記の原則に従って記帳されるものに限る。）も、電子データ
のまま保存することが可能。

 信頼性の高い電子帳簿（優良な電子帳簿）については、インセンティブにより差別化（過少申告加算税を５％軽減、青色申告特別控除
10万円上乗せして65万円）。

電子帳簿等保存制度の見直し（令和３年度税制改正）
Ⅲ 電子帳簿等保存制度の見直しⅢ 電子帳簿等保存制度の見直し
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国税庁では、今般の改正の趣旨を踏まえ、電子帳簿等保存制度の利用促進を通じて経済社会のデジタル化を推進すべく、

積極的に周知広報を実施している。

電子帳簿等保存制度の改正を踏まえた国税庁の取組

 取扱通達の改定、一問一答（Ｑ＆Ａ）の更新

 改正内容に関するパンフレットの作成・ホームページ掲載、国税庁メールマガジンでの情報発信、YouTubeでの動画配信

 各種説明会への講師派遣

 電子帳簿等保存制度の利用を呼びかけるホームページの立ち上げ

具体的な取組例

〔 改正内容に関するパンフレット 〕 〔 国税庁動画チャンネル（YouTube） 〕 〔 電子帳簿保存法特設ページ 〕

Ⅲ 電子帳簿等保存制度の見直しⅢ 電子帳簿等保存制度の見直し
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租税滞納と猶予制度の適⽤状況

適用件数 適用税額

令和２年４月～令和３年２月 ３２２，８０１件 １，５１７，６４７百万円

【参考】平成30事務年度（既存の猶予制度） ４１，８７１件 ６９，４８７百万円

（注）１ 特例猶予は令和３年２月１日までに納期限が到来する国税が対象。納期限までに申請（税務署長等においてやむを得ない理由がある
と認める場合には、その国税の納期限後にされた申請を含む。）され、令和３年３月31 日までに許可したもの。

２ 上段には、既存の猶予制度の適用件数・税額は含まれていない。
３ 平成30事務年度は、平成30年７月１日から令和元年６月末までである。職権による猶予を除く。

○ 特例猶予の適用状況

• 国税庁では、適正かつ公平な徴収を実現するため、期限内収納の確保に努めるとともに、滞納となっ
たものについては、納税者個々の実情を踏まえながら、法令等に基づき、納税緩和措置や滞納処分を
実施するなどして確実な徴収に努めています。

• なお、令和２年３⽉以降は、新型コロナウイルス感染症の影響により納税が困難な⽅に対する猶予制
度の適⽤を最優先に取り組んでまいりました。

滞納整理中のものの額は、ピーク時（平成10(1998)年度)の約３割に減少○ 滞納整理中のものの額の推移

Ⅳ その他の取組状況Ⅳ その他の取組状況
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e-Taxの利⽤状況
• 国税庁では、平成16年度より国税電子申告・納税システム（e-Tax）の運⽤を開始。
• 国税に関する全ての申告や申請について、原則としてオンラインで手続可能。
• e-Tax利⽤率は順調に増加。令和５年度末のオンライン利⽤率⽬標を設定し、更なる向上を⽬指す。

Ⅳ その他の取組状況Ⅳ その他の取組状況
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区 分 令和３年度
当初予算額

Ａ

令和４年度
要求・要望額

Ｂ
対前年度増△減額

Ｃ（Ｂ－Ａ）
対前年⽐

Ｄ（Ｂ/Ａ）

（組織）国税庁 百万円
636,463

百万円
636,800

内 998

百万円
337

％
100.1

うち一般経費概要

１ 情報化経費 2,412 927 △ 1,486 38.4 
２ 納税者利便向上経費 1,748 1,485 △263 84.9
３ 国際化対策経費 1,081 1,068 △13 98.8
４ 庁局署一般経費 59,797 61,730 1,933 103.2
５ 職場環境整備・安全対策経費 7,481 8,920 1,439 119.2
６ 税制改正関係経費 2,222 2,222 0 100.0
７ 税務大学校経費 1,942 1,796 △146 92.5
８ 国税不服審判所経費 166 161 △ 6 96.6
９ 酒類総合研究所経費 1,043 1,142 99 109.5
10 酒類業振興事業経費 1,974 2,919 946 147.9

（注１） 各々の計数において百万円未満を四捨五⼊したため、一致しないものがある。
（注２） 内書きは、「新たな成⻑推進枠」に係る要望額である。
（注３） 令和４年度要求・要望額は、デジタル庁から要求される政府情報システム関連予算を除いた⾦額である。

令和４年度予算の概算要求について、国税庁の要求・要望総額は6,368億円となっており、令
和３年度の当初予算総額に対して３億37百万円（＋0.1％）の増額となっている。

令和４年度予算要求について（国税庁関係予算概算要求額）Ⅳ その他の取組状況Ⅳ その他の取組状況
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（２）若年層向けビジネスコンテスト 要求額：０．１億円 （－）

国内需要の掘り起こし、若者に支持される製品やサービス、更なる輸
出拡大のための方策等のテーマについて若者の自由な発想で構築す
るビジネスプランを募集。優秀プランを表彰・公表。

（注）この他に令和４年度概算要求において、以下を計上。

・ 酒類総合研究所に対する運営費交付金【１０．５億円】（ブランド価値向上等に資する研究、国内外への情報発信強化等）

・ 日本酒造組合中央会の國酒振興事業に対する補助金【６．５億円】（輸出戦略を踏まえた活動事業費、海外サポートデスクの増設、イベント等を通じた消費者に対する情報発信等）

（１）新市場創造支援事業 要求額：１３億円 （７億円）
※フロンティア補助金６億円（R２補）から新市場開拓支援事業費補助金６億円に改編

① 新市場開拓支援事業費補助金 ６億円
（対象となる取組）
・ 商品の差別化による新たなニーズ獲得事業
・ 販売手法の多様化による新たなニーズ獲得事業
・ ICTを活用した製造・流通の高度化・効率化事業
・ コロナ禍による市場環境変化への対応事業

② 日本産酒類海外展開支援事業費補助金 ７億円
（対象となる取組）
・ 日本産酒類のブランディング事業
・ 酒蔵ツーリズムによるインバウンド需要開拓事業

１．新市場創造関係 （１）～（３）：１３．２億円

２．輸出促進関係 （１）～（４）：２２．５億円

※カッコ内はＲ３当初予算

（３）中小企業等経営支援経費 要求額：０．１億円 （０．１億円）

① 活性化・経営革新研修

② 事業承継セミナー
日ごろから酒類事業者と接触している国税局と専門的支援を行う中小

企業庁の各種施策と連携し、幅広い場面に応じた支援が可能な体制を
構築。

（２）海外販路開拓支援 要求額：５．２億円 （２．９億円）
① オンライン商談会等

② ビジネスマッチング

③ 酒類輸出コーディネーター

④ 海外バイヤー招聘

⑤ 海外市場調査

（１）新市場創造支援事業（再掲） 要求額：１３億円 （７億円） （３）国際的プロモーション 要求額：２．２億円 （２．５億円）

① ジャパンハウス等でのＰＲ

② 海外酒類専門家等育成
海外の料理教室と連携し、日本産酒類と現地の食材のペアリングメ

ニューの開発やレッスンを通じた認知度向上を実施等。

③ ユネスコ登録の機運醸成
日本酒等のユネスコ登録に向けた機運を醸成するための各種PR事業
「伝統的酒造り」の登録無形文化財登録が答申されたことを踏まえ、

機運醸成への取組を強化。

（４）日本産酒類ブランド化推進 要求額：２．１億円 （１．３億円）

地理的表示（GI）酒類のブランド価値向上のため、酒販店や料飲店で
消費者向けにサービスを行う者やソムリエ等の消費者への情報発信力
がある者を対象としてシンポジウムを実施。
※ 琉球泡盛等のプロモーションを含む

酒類輸出コーディネーター

輸出商社等

海外バイヤー

発掘情報提供

国内酒類事業者
輸出コンソーシアム

（ビジネスマッチング）

新規

拡充

新規

新規

新規

拡充

拡充

販売

🍶 オンライン商談会

情報提供

🎀

🍝🍶

追加

令和４年度予算概算要求（酒類業振興関係）の概要 【計22.7億円（ ）】令和４年度予算概算要求（酒類業振興関係）の概要 【計22.7億円（ ）】１．新市場創造関係 13.2億円
２．輸出促進関係 22.5億円

拡充

一部新規
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Ⅳ その他の取組状況Ⅳ その他の取組状況



新型コロナウイルス感染症拡大に伴う酒類業者支援策

１ 地方創生臨時交付金（協力要請推進枠）による支援

中小企業庁の「月次支援金」（売上50％以上減で、法人最大20万円、個人最大10万円）につ

いて、

・ 売上30％以上減で、給付対象（売上50％以上減の要件を緩和）

（２か月連続、売上15%以上減でも給付対象とする柔軟な運用）（７月～10月）

・ 売上50％以上減で、上限額の上乗せ（２倍まで）

・ 売上70％以上減で、上限額の更なる上乗せ（３倍まで）

・ 売上90％以上減で、上限額の特別な上乗せ（４倍まで）（７月～10月）

により、都道府県が（酒類提供を停止する飲食店との取引により影響を受けている）酒類販売

事業者を支援する場合に、その８割を国が負担。

２ 地方創生臨時交付金（事業者支援分）による支援

中小企業庁の「月次支援金」の上乗せや要件緩和等の酒類販売事業者向け給付のほか、

都道府県は各地の実情に応じた積極的な支援（イベント開催・PR経費補助等）が可能。

Ⅳ その他の取組状況Ⅳ その他の取組状況
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令和４年度予算要求について（機構・定員要求）
令和４年度の機構・定員要求について、国税庁としては、税務⾏政に係る制度及び環境の変化

を踏まえ、以下のとおり要求を⾏った。

機構関係

○ 軽減税率制度実施 ○ 消費税不正還付や租税回避
○ 新型コロナウイルス感染症 ○ ⽇本産酒類の振興
等への対応の観点から1,209⼈の増員要求を⾏った。
なお、令和４年度の国税庁の定員合理化⽬標数は1,141⼈とされており、この結果、令和

４年度定員の純増要求数は68⼈。

定員関係

４．業務センター室拡充への対応

２．消費税不正還付や租税回避等への対応
⑴ 消費税不正還付への対応
⑵ 国際化やＩＣＴ化などの調査・徴収事務の複雑化への対応
⑶ 審理体制の充実

３．⽇本産酒類の振興への対応

(注) 機構要求を⾏った主なもの。

１．税務⾏政のＤＸへの対応 【庁】デジタル化・業務改革企画官（仮称）
【庁】データ活⽤企画官（仮称）

【局】次⻑
【局】消費税専⾨官（仮称）
【署】国際税務専⾨官
【局】情報技術専⾨官
【局】査察審理課

【庁】審議官
【庁】酒類業振興企画官（仮称）
【局】酒類業振興専⾨官（仮称）

【局】統括国税管理官

Ⅳ その他の取組状況Ⅳ その他の取組状況
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I. 税務⾏政のデジタルトランスフォーメーション
〜 税務⾏政の将来像 2.0 〜

II. 適格請求書等保存⽅式（インボイス制度）

III.電⼦帳簿等保存制度の⾒直し

IV.その他の取組状況
• 租税滞納と猶予制度の適⽤状況
• e-Taxの利⽤状況
• 令和４年度予算要求
• 国税庁の組織理念



使命 納税者の自発的な納税義務の履行を適正かつ円滑に実現する。

任務

 内国税の適正かつ公平な賦課及び徴収の実現

 酒類業の健全な発達

 税理士業務の適正な運営の確保

国税庁の組織理念

 経済社会の変化に柔軟に対応し、納税者の利便性を向上させ、絶えず進化し続ける組織。

 課税・徴収を効率化・高度化し、幅広い関係者と連携しながら、厳正かつ的確に調査・滞納処分を行う組織。

 職員一人一人の多様性を尊重し、明るく風通しが良く、チームワークで高いパフォーマンスを発揮する組織。

組織として目指す姿 信頼で 国の財政 支える組織

使命感を胸に挑戦する 税のプロフェッショナル行動規範

 職務上知り得た秘密を守り、綱紀を保持します。不正を断固として許さず、公正かつ誠実に職務を遂行します。

 参加意識とチャレンジ精神をもって、常に業務を見直し、事務を効率化・高度化します。

 専門的な知識や技術の習得に努め、自らの能力を最大限に発揮します。
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Ⅳ その他の取組状況Ⅳ その他の取組状況

令和３年４⽉１⽇制定


